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令和６年度安全就業標語決定   9186  梶  行雄 

生き生きと 今日も事故なし 楽しく仕事 
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令和６年度の安全就業標語に、皆さまより多数のご応

募をいただき、 ありがとうございました。厳正なる審査の結

果、以上の作品が選考されまし た。おめでとうございます。 

会員の皆様にはいつまでも初心を忘れずに安全に活躍

をしていただきたいと思います。 

気を抜くな 自信と油断は 紙一重 

5181  三森 康弘 

喜びは いい働きと 無事故から 

7115  中村 正司 

安全は 目配り気配り 思いやり 

9151  小泉  明 

～令和６年度 

安全・適正就業に努めましょう～  
〈令和５年度 主な事故〉 

損害賠償事故件数…５件（前年度比５件減） 

傷 害 事 故 件 数…１件（前年度比２件減） 

自動車事故件数…２件 

 

先日、皆様にお知らせしましたとおり、事故件数

は減少していますが、重大事故が増え、損害賠償金

額が多くなっております。従いまして、賠償責任保

険料も増額となっております。 

これまでの状況を鑑みて、事故の取扱いについて

班会議、全体会議、安全・適正就業委員会、理事会

にて検討を重ねてまいりました。令和６年度より新

たに「事故等取扱基準」を制定しましたので、ご報

告いたします。 

今後も常に健康を維持し、安全・適正な就業を心

掛けましょう。 

 

 

  

〈令和６年度変更点〉 

事故等取扱基準の施行・・・・・・・・① 

事故を防止することを目的に制定。 

（「公益社団法人取手市シルバー人材センター事故等取扱基準」参照） 

違反・事故に対する措置・・・・・・・② 

これまでの「会員の服務規律に伴う適正化措置」の内

容を整理し明確化。（「別表」参照） 

事故報告書の提出・・・・・・・・・・③ 

事故発生時、会員自身が事故について報告し再発防止

について考える。（「事故報告書」参照） 

訓戒（注意書）／就業停止書の発行・・④ 

違反や事故が発生した際、安全・適正就業委員会で協

議した後、理事会で審議。 

（「訓戒（注意書）」「就業停止書」参照） 

屋外での一人作業の禁止 

原則禁止。ただし、４時間以内の就業のみ事務局との

事前打ち合わせ、事後報告の下、可能となります。 

７・８月及び熱中症警戒アラート発令時は午前就業 

炎天下での作業について、正午以降自粛する。 

 

  



 シルバー通信 令和６年４月発行 １２２号 

就業会員募集についてはこちらをご覧ください 

 

 

 

 

 

 

令和５年１０月１日から茨城県最低賃金が改定

となったことに伴い、令和６年４月より配分金見

積基準単価の改正を行います。ついては５０円程

度を増額としております。 

詳細につきましては、別紙をご参照ください。 

 

 

 

 

各支払日の午後、ゆうちょ銀行指定口座へ入金

します。配分金の支払い日以降に明細書を事務局

にてお渡しできます。お申し出ください。 

   
                                                                                            

       
 

 

 

令和６年度、新しい職員を迎えスタートしまし

た。よろしくお願いいたします。 

いちむら こういち  
市 村 晃 一（植木・草刈り・除草） 

おかざわ    あん 

岡 澤   杏（派遣・単発就業） 

ふるかわ    あん 

古 川   杏（コーディネーター・継続就業） 

 

 

 

・シルバー通信１２２号 

・（公社）取手市シルバー人材センター事故等取扱基準/別表  

・事故報告書/訓戒/就業停止書 

・配分金見積単価基準表、派遣労働者基本賃金表 

・職種班名簿（植木班/草刈り班） 

 

 

 

① ４月・５月・６月に就業している場合 

▸配分金が 2,000 円以上ある方は、ゆうちょ銀行への配分

金振込時に会費分が差し引かれます。 

▸配分金明細書の控除欄に、会費の 2,000 円が記載され、

差引支払額及び個人合計額欄には、会費分が差し引かれた

金額が記載されております。ご確認ください。 

（通帳記帳時には、会費が差し引かれた後の金額が印字されます

のでご了承ください。） 

※会費の納入方法については『会員会費規程第４条』に記載

されています。毎年６月末日までに納入していただくこと

になっております。（会員会費規程第３条） 

②就業していない場合 

▸現金での納入になります。 

センター事務局までお越しいただき

ますよう、お願いします。 

 

③派遣・有料職業紹介就業の場合 

▸派遣・有料職業紹介での就業につ

いては、金融機関での自動引き落と

し対応ができておりません。現金で

の納入となります。お手数をおかけ

いたしますがセンター事務局まで、

お越しいただきますよう、お願いい

たします。 

 

事 務 局 か ら の お 知 ら せ 

４月１５日（月） ５月１５日（水） 

６月１７日（月） ７月１６日（火） 

同封しました 

職員紹介 

配分金入金日について 

配分金見積基準単価について 

 市民への PRやチームワーク向上等にご利用 

ください。見本が事務局にございます。 

 

 

ユニホーム販売中 

 

 
ポロシャツ 1,850円 

ジャンパー3,500円 

 

 

スマホ確認：初期設定でパスワードは生年月日の月日４桁となっています。
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